
議案第８３号 

 
 
 

令和２年度中央市一般会計補正予算（第７号） 

 
 
 令和２年度中央市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６８，６８２千円を減額し、歳入歳出予 
 
 算の総額を歳入歳出それぞれ１７，３７７，２２１千円とする。 
 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 
 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 
 （債務負担行為） 
 
第３条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をす 
 
 ることができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 
（地方債の補正） 

 
第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 
 











第２表 繰越明許費補正 

 

１ 追 加 

 

 
２ 変 更 

 

 

 

 

 

 

 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 行政事務電算化推進事業 1,980 

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 田富玉穂大津線道路整備事業 127,379 

    市道 3169 号線歩道整備事業 92,500 

10 教 育 費 ２ 小 学 校 費 豊富小学校施設整備事業 4,846 

合         計 226,705 

款 項 事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

金額（千円） 金額（千円） 

８ 土 木 費 ４ 都市計画費 都市公園建設事業 756,874 191,874 

10 教 育 費 ２ 小 学 校費  
リニア建設に伴う田富北

小学校移転整備事業 
57,321 70,345 



第３表 債務負担行為 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

中央市広報紙印刷業務委託 令和３年度 10,938 

ICT教育推進事業（小学校）における教育用ソフト 

導入時設定及び研修会委託     
令和３年度 1,320 

ICT教育推進事業（小学校）における教育用ソフト 

利用料   
令和３年度 3,850 

ICT教育推進事業（中学校）における教育用ソフト 

導入時設定及び研修会委託  
令和３年度 440 

ICT教育推進事業（中学校）における教育用ソフト 

利用料    
令和３年度 1,760 

合     計 18,308 



第４表 地方債補正 

 
１ 追 加 

 

 
２ 変 更 
 

起債の目的 

補     正     前 補     正     後 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方  法 

限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利 率 
償還の 

方 法 

公 共 事 業 等 債 75,800 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

65,600 

普通 

貸借 

5.0％

以内(た

だし、利

率 見 直

し 方 式

で 借 り

入 れ る

資 金 に

ついて、

利 率 の

見 直 し

を 行 っ

た 後 に

お い て

は、当該

見 直 し

後 の 利

率) 

政 府 資 金

については、

その融資条

件により、銀

行その他の

場合には、そ

の債権者と

協議する。 

ただし、財

政その他の

都合により、

据置期間及

び償還期間

を短縮し、若

しくは、繰上

償還又は低

利に借換え

することが

できる。 

合併特例事業債 787,500 333,400 

 

起債の目的 
限度額 

（千円） 

起債

の 

方法 

利  率 償 還 の 方 法 

一般補助施設整

備 等 事 業 債 
10,200 

普通 

貸借 

5.0％以内(ただ

し、利率見直し方式

で借り入れる資金

について、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率) 

政府資金については、その融資条件に

より、銀行その他の場合には、その債権者

と協議する。 

ただし、財政その他の都合により、据置

期間及び償還期間を短縮し、若しくは、繰

上償還又は低利に借換えすることができ

る。 
合  計 10,200 



議案第８４号 

 
 
 

令和２年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和２年度中央市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８，０６６千円を追加し、歳入歳出予算 
 
の総額を歳入歳出それぞれ３，２７２，５７２千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 











議案第８５号 

 
 
 

令和２年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和２年度中央市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６７５千円を追加し、歳入歳出予算の 
 
 総額を歳入歳出それぞれ３１０，７８０千円とする。 
 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 











議案第８６号 

 
 
 

令和２年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 
 
 令和２年度中央市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 
 

（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，５７０千円を減額し、歳入歳出予算 
 
 の総額を歳入歳出それぞれ２,２１２,５００千円とする。 
 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 
 













議案第８７号 

 
 
 

令和２年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号） 

 
 
 令和２年度中央市地域包括支援センター特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに 
 
よる。 

 
 
（歳入歳出予算の補正） 
 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３４６千円を追加し、歳入歳出予算の 
 

総額を歳入歳出それぞれ１８，４３５千円とする。 
 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の 
 
金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 











議案第８８号 

 

令和２年度中央市上水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則）  

第１条 令和２年度中央市上水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（資本的収入及び支出） 

第２条 令和２年度中央市上水道事業会計予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的

支出額に対して不足する額２６３，７１４千円は、過年度分損益勘定留保資金２６３，７

１４千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

２６７，３６６千円は、過年度分損益勘定留保資金２６７，３６６千円で補てんするもの

とする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

 支 出 

     （科 目）    （既決予定額）    （補正予定額）      （計） 

第 1款 資本的支出  ４１４，７１４千円   ３，６５２千円 ４１８，３６６千円 

  第１項 建設改良費 ２４０，００６千円   ３，６５２千円 ２４３，６５８千円 

 

 

 

 

 

 

 


